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○
組
合
が
起
こ
し
た
地
方
債
の
償
還
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
負
担
等
見
込
額
の
算
定
の
基
準
（
平
成
二
十
年
総
務
省
告
示

第
二
百
四
十
四
号
）

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
条
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲

げ
る
組
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

一
般
会
計
等
の
負
担
等
見
込
額
の
算
定
方
法
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
算
定
方

法
に
よ
り
算
定
し
た
額

二

一
般
会
計
等
の
負
担
等
見
込
額
の
算
定
方
法
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合

組
合
の
会
計
ご
と
に
、
次
に
定
め

る
会
計
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額

イ

公
営
企
業
会
計
以
外
の
会
計

算
式Ａ

×
Ｂ

算
式

の
符

号
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Ａ
当

該
年

度
の

前
年

度
の

末
日

に
お

け
る

当
該

会
計

に
係

る
地

方
債

の
現

在
高

Ｂ
地

方
債

に
関

す
る

省
令

（平
成

1
8
年

総
務

省
令

第
5
4
号

）第
６

条
の

総
務

大
臣

が
調

査
し

た
負

担
金

又
は

補
助

金
の

額
の

算
定

方
法

に
従

っ
て

算
定

さ
れ

る
当

該
組

合
の

会
計

ご
と

の
地

方
債

の
元

利
償

還
金

に
対

す
る

地
方

公

共
団

体
の

一
般

会
計

等
か

ら
の

負
担

金
等

の
額

を
当

該
会

計
ご

と
の

地
方

債
の

元
利

償
還

金
の

額
で

除
し

て
得

た

数
値

の
当

該
年

度
前

３
か

年
度

の
平

均
値

ロ

公
営
企
業
会
計

算
式Ａ

×
Ｂ

算
式

の
符

号

Ａ
当

該
年

度
の

前
年

度
の

末
日

に
お

け
る

当
該

会
計

に
係

る
地

方
債

の
現

在
高

Ｂ
地

方
債

に
関

す
る

省
令

第
６

条
の

総
務

大
臣

が
調

査
し

た
負

担
金

又
は

補
助

金
の

額
の

算
定

方
法

に
従

っ
て

算

定
さ

れ
る

当
該

組
合

の
会

計
ご

と
の

地
方

債
の

元
利

償
還

金
に

対
す

る
地

方
公

共
団

体
の

負
担

金
等

の
額

に
同

、
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条
の

総
務

大
臣

が
調

査
し

た
負

担
金

又
は

補
助

金
の

額
の

算
定

方
法

に
従

っ
て

算
定

さ
れ

る
当

該
会

計
ご

と
の

地

方
債

の
元

利
償

還
金

に
対

す
る

地
方

公
共

団
体

の
負

担
金

等
に

対
す

る
一

般
会

計
等

か
ら

の
負

担
金

等
の

割
合

を

乗
じ

て
得

た
額

を
当

該
会

計
ご

と
の

地
方

債
の

元
利

償
還

金
の

額
で

除
し

て
得

た
数

値
の

当
該

年
度

前
３

か
年

度

の
平

均
値


